
佐川町上下水道運営委員会条例

平成８年１２月２０日

条例第２０号

改正 平成１０年３月２７日条例第１７号

平成１１年３月１８日条例第１０号

平成１１年６月２１日条例第２０号

平成１６年３月２５日条例第１６号

平成１９年３月２３日条例第２号

平成２６年３月１４日条例第１１号

平成２９年３月１０日条例第１９号

令和２年３月１６日条例第１号

（設置）

第１条 佐川町の上下水道事業の適正な運営を期するため、町長の諮問機関として、佐川町上下

水道運営委員会（以下「委員会」という。）を置く。

（組織）

第２条 委員会は、町長が委任した８人以内の委員をもって組織する。

（任期）

第３条 委員の任期は、２年とする。ただし、再任を妨げない。

２ 委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

（委員長及び副委員長）

第４条 委員会に委員長、副委員長各１人を置き、委員の互選によりこれを定める。

２ 委員長は、会務を総括し、会議の議長となる。

３ 副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故があるときはその職務を代理する。

（会議）

第５条 委員会の会議（以下この条において「会議」という。）は、町長が必要に応じて招集す

る。

２ 会議は、委員の過半数が出席しなければ議事を開くことができない。

３ 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

（経費負担）

第６条 委員会の経費のうち次に掲げるものは、当該各号に掲げる会計から支出する。

（１） 水道事業に関するもの 水道事業会計

（２） 農業集落排水事業に関するもの 農業集落排水事業特別会計

（庶務）

第７条 委員会の庶務は、建設課において処理する。

（委任）

第８条 この条例に定めるもののほか、委員会に関する必要な事項は、町長が別に定める。

附 則

この条例は、公布の日から施行する。

附 則（平成１０年３月２７日条例第１７号）抄

（施行期日）

１ この条例は、平成１０年４月１日から施行する。

附 則（平成１１年３月１８日条例第１０号）

この条例は、平成１１年４月１日から施行する。

附 則（平成１１年６月２１日条例第２０号）

（施行期日）

１ この条例は、公布の日から施行する。



（経過措置）

２ この条例の施行日現在、この条例による改正前の佐川町水道運営委員会条例の規定による佐

川町水道運営委員会の委員、委員長及び副委員長は、この条例による改正後の佐川町上下水

道運営委員会条例（以下「新条例」という。）の規定による佐川町上下水道運営委員会の委

員、委員長及び副委員長とみなす。

３ この条例の施行後、平成１２年３月３１日までに委員（再任の委員及び補欠の委員を含む。）

となった者の任期は、新条例第３条第１項本文の規定にかかわらず平成１３年３月３１日ま

でとする。

附 則（平成１６年３月２５日条例第１６号）

この条例は、平成１６年４月１日から施行する。

附 則（平成１９年３月２３日条例第２号）抄

（施行期日）

１ この条例は、平成１９年４月１日から施行する。

附 則（平成２６年３月１４日条例第１１号）

この条例は、平成２６年４月１日から施行する。

附 則（平成２９年３月１０日条例第１９号）抄

（施行期日）

１ この条例は、平成２９年４月１日から施行する。

附 則（令和２年３月１６日条例第１号）抄

（施行期日）

１ この条例は、令和２年４月１日から施行する。


